
社会福祉法人太子福祉会　　太子の郷　ショートステイ 令和元年１０月１日改定

利用者負担説明書

◎　短期入所生活介護（ショートステイ）

◎　介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）

① 基本利用料と加算関係

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

※４　基本利用料にその他の料金（保険対象）を加えた１ヶ月あたりの合計金額に対しての加算割合です。

② 介護保険の給付対象とならないサービス

③ その他

生活機能向上連携加算 ２００円（個別あり：１００円）

認知症行動・心理症状緊急対応加算（入居日より７日を限度）（※３） ２００円

　　　 　　　※２割負担の方は①を２倍、３割負担の方は３倍にして計算してください。　　　　　　　

療養食加算（１日に３回を限度） ８円/回

※加算の算定につきましては職員等の配置により変動を生ずる場合があります。

９５９円

サービス基本料金

短期入所生活介護（ショートステイ）

６８４円
７５１円
８２４円
８９２円

機能訓練指導員配置加算

療養食加算（１日に３回を限度） ８円/回

個別機能訓練加算 ５６円

３０日超減算 △３０円

医療連携強化加算 ５８円

在宅中重度者受入加算

（※１）看護体制加算（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ） ４・８・１２・２３円

（１）４２１円　（２）４１７円　（３）４１３円　（４）４２５円

介護予防短期入所生活介護（要支援）

５１２円

１２円

１８・１２・６・６円

生活機能向上連携加算 ２００円（個別あり：１００円）

機能訓練体制加算

１８・１２・６・６円
１８円

１８４円送迎体制加算（片道）

※１　看護体制加算Ⅲ・Ⅳ：H30.7.1より算定

介護職員処遇改善加算Ⅰ（※４） 8.3%

認知症専門ケア加算 （Ⅰ）３円　（Ⅱ）４円

※ご利用があった際に請求させていただきます。

全額自己負担分

居室に係る費用 ２,５００円

若年性認知症利用者受入加算（※２）

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ（※４）

１２０円

2.3%

１，５００円

介護職員等特定処遇改善加算（※４）

食事に係る費用

サービス基本料金

実費
実費

【①８２０　②８２０　③１，３１０　④２，５００の４段階】

６３６円

サービス提供体制強化加算（Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱ・Ⅲ）

送迎体制加算（片道） １８４円

若年性認知症利用者受入加算（※２） １２０円

2.3%

認知症行動・心理症状緊急対応加算（入居日より７日を限度）（※３） ２００円

認知症専門ケア加算 （Ⅰ）３円　（Ⅱ）４円

※負担軽減措置については申請が必要です。各市町村にお問い合わせください

【①３００　②３９０　③６５０　④１,５００の４段階】

※２　を算定している場合は※３ の算定は不可。

※課税状況に応じた負担軽減措置があります。

喫茶代

レクリエーション（材料費など）

理容代

サービス提供体制強化加算（Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱ・Ⅲ）

夜勤職員配置加算（Ⅱ）

要支援２

要支援１

併設型ユニット
短期入所生活

介護費

その他の料金（保険対象）

１,５００円（朝食：４００円　昼食：５５０円　夕食：５５０円）
※課税状況に応じた負担軽減措置があります。

その他の料金（保険対象）

１２円

処遇改善加算（※４） 8.3%



令和元年１０月１日改定

利用者負担説明書

◎　短期入所生活介護（多床室空床ショートステイ）

① 基本利用料と加算関係

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

※３　基本利用料にその他の料金（保険対象）を加えた１ヶ月あたりの合計金額に対しての加算割合です。

② 介護保険の給付対象とならないサービス

③ その他

※１　を算定している場合は※２ の算定は不可。

社会福祉法人太子福祉会　　地域密着型特別養護老人ホーム太子の郷　ショートステイ

※ご利用があった際に請求させていただきます。

全額自己負担分

理容代 １，５００円

喫茶代 実費

レクリエーション（材料費など） 実費

※負担軽減措置については申請が必要です。各市町村にお問い合わせください

食事に係る費用 １,５００円（朝食：４００円　昼食：５５０円　夕食：５５０円）

※課税状況に応じた負担軽減措置があります。

【①３００　②３９０　③６５０　④１,５００の４段階】

居室に係る費用 ８４０円

※課税状況に応じた負担軽減措置があります。

【①０　②３７０　③３７０　④８４０の４段階】

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ（※３） 2.3%

認知症専門ケア加算 （Ⅰ）３円　（Ⅱ）４円

若年性認知症利用者受入加算（※１） １２０円

認知症行動・心理症状緊急対応加算（入居日より７日を限度）（※２） ２００円

介護職員処遇改善加算Ⅰ（※３） 8.3%

３０日超減算 △３０円

療養食加算（１日に３回を限度） ８円/回

在宅中重度者受入加算 （１）４２１円　（２）４１７円　（３）４１３円　（４）４２５円

サービス提供体制強化加算（Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱ・Ⅲ） １８・１２・６・６円

夜勤職員配置加算（Ⅱ） １８円

送迎体制加算（片道） １８４円

看護体制加算（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ） ４・８・１２・２３円

医療連携強化加算 ５８円

生活機能向上連携加算 ２００円（個別あり：１００円）

８５９円

その他の料金（保険対象）

機能訓練指導員配置加算 １２円

個別機能訓練加算 ５６円

併設型
短期入所生活
介護費（Ⅱ）
〈多床室〉

５８６円

６５４円

７２４円

７９２円

　　　　　　　　　　※２割負担の方は①を２倍、３割負担の方は３倍にして計算してください。　　　　　　　　　　
※加算の算定につきましては職員等の配置により変動を生ずる場合があります。

サービス基本料金

短期入所生活介護（多床室空床ショートステイ）


